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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮符号化された状態でランダムアクセス可能な記録媒体に記録されている動画像デー
タを読み出す動画像データ読み出し手段と、
　前記動画像データ読み出し手段により読み出された動画像データを伸長復号化する伸長
復号化手段と、
　前記記録媒体に記録されている動画像データにおける所定の管理単位である動画シーン
のそれぞれにおいて、前記動画シーン中の所定の画像を縮小してサムネイル画像を生成す
るサムネイル画像生成手段と、
　前記サムネイル画像生成手段により生成されたサムネイル画像を一覧形式でインデック
ス画面表示する画像表示制御手段と、
　装置本体が動作している電源の種類を検出する電源種類検出手段とを有し、
　前記画像表示制御手段は、前記電源種類検出手段の検出結果に応じて前記サムネイル画
像の表示方法を異ならせることを特徴とする携帯型画像再生装置。
【請求項２】
　前記画像表示制御手段は、前記電源種類検出手段によって検出される電源の種類が装置
本体の外部から供給される電源であった場合、前記インデックス画面における前記動画シ
ーンのサムネイル画像を、前記サムネイル画像の大きさの動画像で表示し、前記電源種類
検出手段によって検出される電源の種類が本体に取り付けられる一次電池または二次電池
であった場合、前記インデックス画面における前記動画シーンのサムネイル画像を、前記
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サムネイル画像の大きさの静止画で表示することを特徴とする請求項１に記載の携帯型画
像再生装置。
【請求項３】
　前記サムネイル画像生成手段は、
　前記インデックス画面表示が行われることに従って、前記伸長復号化手段によって伸長
復号化された動画像データから前記サムネイル画像に対応する縮小動画像を生成する縮小
動画像生成手段と、
　生成された前記縮小動画像をバッファメモリに一時的に蓄積する縮小動画像蓄積手段と
を有し、
　前記電源種類検出手段によって検出される電源の種類が一次電池または二次電池であっ
た場合、前記画像表示制御手段は、前記インデックス画面において前記サムネイル画像と
して前記縮小動画像を表示するようにし、かつ前記インデックス画面において前記縮小動
画像が２回目以降再生されるときは、前記バッファメモリに保存されている前記縮小動画
像を再生表示することを特徴とする請求項１に記載の携帯型画像再生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯型画像再生装置に関し、特に、光ディスクやハードディスクドライブ、フ
ラッシュメモリカード等のように、ランダムアクセス可能な記録媒体を用いて、画像の記
録再生を行い、電灯線電源や充電式電池を電源とする携帯型画像再生装置に用いて好適な
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）を始めとする大容量記録媒体を用いた据え置
き型ビデオレコーダやビデオカメラが普及してきている。これらの映像記録再生装置は、
入力された映像をデジタル化し、ＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group phase 2）
を用いた高効率圧縮符号化手段（ＭＰＥＧ２エンコーダ）によって符号化した画像データ
を前記大容量記録媒体に記録している。
【０００３】
　そして、再生時には前記記録媒体から読み出した画像データを復号化手段（ＭＰＥＧ２
デコーダ）で復号化してからアナログ化して、再生画像表示もしくは外部に再生画像を出
力する構成である。このような構成により、近年の映像記録再生装置は長時間の記録を可
能とするとともに、記録媒体のランダムアクセス性を生かして所望の動画コンテンツを素
早く頭出して、再生可能であることが大きな特徴となっている。
【０００４】
　このような映像記録再生装置では、動画コンテンツ再生モードにおいて、動画コンテン
ツの先頭のフレーム、または任意のフレーム（横７２０画素×縦４８０画素）を横１６０
画素×縦１２０画素程度の静止画に縮小した代表画像（サムネイル画像）を６画面～９画
面程度一覧形式に並べたインデックス画面を表示し、使用者はそのサムネイル画像を選択
、実行操作を行うことで所望の動画コンテンツを容易に再生できる構成としているのが一
般的である。このような構成を有するビデオレコーダの従来例としては、例えば特許文献
１に開示されている「情報再生装置」がある。
【０００５】
　特許文献１に記載の「情報再生装置」の構成では、例えば動画像トラックの先頭画像を
静止画として、１画面に９つの静止画を同時に表示するようにしている。そして、９つ表
示された静止画の１つを選択すると、対応する動画像の再生が開始されるようにしている
。
【０００６】
　しかしながら、前記の動画コンテンツの先頭フレーム、または任意のフレームの縮小静
止画像によるサムネイル画像は、動画コンテンツを構成する膨大なフレーム画像中の１つ
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のフレーム画像であるに過ぎないため、先頭フレーム画像を見ただけでは所望の動画コン
テンツの識別が困難な場合がある。
【０００７】
　この問題を解決するため、前記インデックス画面にて、使用者によって選択された動画
コンテンツを縮小画像のまま再生を開始し、動画像のサムネイル画面として表示を行うよ
うに構成した据え置きビデオレコーダも存在する。
【０００８】
　この据え置きビデオレコーダのサムネイル画面では、動画コンテンツ選択のための選択
指標の移動時はサムネイルが静止し、前記選択指標の移動が止まった場合に（いずれかの
動画コンテンツが選択された場合に）縮小画像のまま、また表示位置も変更することなく
動画再生を行うようにしている。このため、動画コンテンツを素早く選択することが可能
（前記選択指標の移動速度が確保できる）であるとともに、動画コンテンツの識別がより
容易に行えることが特徴となっている。なお、サムネイルの動画再生に関する技術につい
ては、例えば特許文献２において、「動画サムネイル表示機能を有するデジタル記録再生
装置及び動画サムネイル表示方法」提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平８－１８９２３号公報
【特許文献２】特開２００１－１５７１４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前記した動画像のサムネイル表示を行うシステムは、据え置きビデオレ
コーダでは実現可能といえるが、充電式電池等を動作電源とするビデオカメラを始めとす
る携帯型画像記録再生装置において行う場合には以下のような問題があった。
【００１１】
　すなわち、動画像のサムネイルを表示している間、前記デコーダを常に動作させている
状態となるため、電力の消費が増加して電池が短時間で消費されてしまうという問題があ
った。
　本発明は上述の問題点にかんがみ、供給されている電源の種類によって動画像のサムネ
イル表示を変更できる携帯型画像再生装置を提供できるようにすることを第１の目的とす
る。
　また、電池寿命を縮めることなく記録コンテンツの識別選択が容易に行うことができる
ようにすることを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の携帯型画像再生装置は、圧縮符号化された状態でランダムアクセス可能な記録
媒体に記録されている動画像データを読み出す動画像データ読み出し手段と、前記動画像
データ読み出し手段により読み出された動画像データを伸長復号化する伸長復号化手段と
、前記記録媒体に記録されている動画像データにおける所定の管理単位である動画シーン
のそれぞれにおいて、前記動画シーン中の所定の画像を縮小してサムネイル画像を生成す
るサムネイル画像生成手段と、前記サムネイル画像生成手段により生成されたサムネイル
画像を一覧形式でインデックス画面表示する画像表示制御手段と、装置本体が動作してい
る電源の種類を検出する電源種類検出手段とを有し、前記画像表示制御手段は、前記電源
種類検出手段の検出結果に応じて前記サムネイル画像の表示方法を異ならせることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＡＣアダプタ等による外部電源使用時は、インデックス画面のサムネ
イル表示においてユーザが選択しているコンテンツの再生画像を動画によって表示し、装
置本体に取り付けられた一次電池または充電式電池による電源供給時にはインデックス画
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面のサムネイル表示を静止画像として表示するようにして、電源が電池から供給されてい
る場合には、動画デコーダの復号化動作を停止させることができる。これにより、充電式
電池で動作時にサムネイル画像をインデックス画面表示することによって消費される電力
をできる限り低減することができる。
　また、本発明の他の特徴によれば、サムネイル画像に対応する縮小動画像を生成してバ
ッファメモリに一時的に蓄積しておくようにしたので、ＡＣアダプタ等による外部電源使
用時は、インデックス画面のサムネイル表示においてユーザが選択している動画コンテン
ツの再生画像を表示することができる。また、一次電池または充電式電池による電源供給
時は、インデックス画面において前記サムネイル画像として前記縮小動画像を表示するよ
うにし、かつ前記インデックス画面において前記縮小動画像が２回目以降再生されるとき
は、前記バッファメモリに保存されている前記縮小動画像を再生表示するようにしたので
、電源が一次電池または充電式電池の場合には動画デコーダを非動作とすることができ、
電池寿命を縮めることなく記録動画コンテンツの識別選択を容易に行えるようにすること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（第１の実施の形態）
　以下に、本発明をデジタルビデオカメラで応用した第１の実施の形態について図面を用
いて説明する。
　図１は本実施の形態のデジタルビデオカメラの概略構成を説明するブロック図である。
　図１において、１０１は被写体を取り込む撮影レンズ、１０２は後述の撮像素子への光
量を制御する絞り装置、１０３は取り込んだ被写体を画像信号に変換する撮像素子、１０
４は前記撮像素子３から出力される画像信号をサンプルホールドし、適正な信号レベルに
するＣＤＳ／ＡＧＣ、１０５は前記ＣＤＳ／ＡＧＣ１０４から出力される画像信号をＡ／
Ｄ変換し、デジタル信号処理を行うデジタル信号処理回路である。
【００１８】
　１０６はデジタル信号処理回路１０５から出力される生データを１フレーム分ずつ蓄積
するフレームメモリ、１０７は画素数調整回路であり、前記フレームメモリ１０６の画素
を後述のＭＰＥＧ２方式で記録ができるように、適切な画素数を調整するものである。
【００１９】
　１０８は各ブロック間の画像データ及び後述の音声データが行き来する画像／音声デー
タバス、１０９は前記画像データと共に、後述の光ディスクに記録される音声を集音する
マイクロフォン、１１０は前記マイクロフォン１０９から出力される音声信号を適当なレ
ベルまで増幅する増幅器、１１１は前記増幅器１１０により増幅された音声信号をＡ／Ｄ
変換するＡ／Ｄコンバータである。
【００２０】
　１１２は液晶ディスプレイであり、カメラ撮影時には撮影される映像を表示し、また再
生時には再生画像やユーザが再生したい動画コンテンツを選択するためのインデックス画
面、その他各種文字情報を表示するものである。１１３は液晶ドライバであり、前記液晶
ディスプレイ１１２を駆動する。
【００２１】
　１１４はＭＰＥＧ２コーデックであり、前記画像／音声データバス１０８からのデジタ
ル画像信号を動画としてＭＰＥＧ２方式による圧縮符号化を行うと共に、後述の光ディス
ク１１９に記録されたＭＰＥＧ２画像データを復号伸長化する。１１５は後述のＮＴＳＣ
エンコーダ１１６からのアナログ映像信号を出力するビデオ出力端子、１１６は前記液晶
ディスプレイ１１２で表示される画像と同一の画像をアナログ化し、前記ビデオ出力端子
１１５に出力するＮＴＳＣエンコーダである。
【００２２】
　１１７はビデオメモリ（ＶＲＡＭ）であり、前記液晶ディスプレイ１１２で表示される
画像やビデオ出力端子１１５から出力された画像を格納するためのものである。１１８は
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前記光ディスク１１９から読み出したＭＰＥＧ２画像データや、前記ＭＰＥＧ２コーデッ
ク１１４で復号伸長化された画像データ、または後述の画像縮小回路１２１から出力され
る縮小動画データを一時的に格納するバッファメモリである。
【００２３】
　１１９は前記画像/音声データバス１０８からのＭＰＥＧ２画像データを記録する光デ
ィスク、１２０は光ディスク１１９に対してデータの読み書きを行うディスクドライバ、
１２１は前記ＭＰＥＧ２コーデック１１４にて復号伸長化された画像データの画素数を削
減し、前記インデックス画面で表示するためのサムネイル画像又は縮小動画像を出力する
画像縮小回路である。
【００２４】
　１２２は操作キーであり、本体の電源を操作するためのＰＯＷＥＲスイッチやカメラ（
撮影）モードとコンテンツプレイ（再生）モードを切り換えるためのＭＯＤＥスイッチそ
の他各種スイッチ・ダイヤル類を含む、使用者が本体に対する操作を行うためのものであ
る。１２３は機器全体のモードを制御したり、前記操作キー１２２を検出したりして、各
種機能の実行を制御するメインマイコンである。
【００２５】
　１２４は前記メインマイコンの所定の状態を記憶する不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯ
Ｍ、１２５は前記メインマイコン１２３から出力される制御信号が行き来する制御バスで
ある。
【００２６】
　１２６は電源制御部であり、本体の各ブロックに供給される電力源を、後述のバッテリ
１２７から供給される電力か、後述の外部電源端子１２８から供給される電力の何れかに
切り換えるように制御したり、各ブロックに最適な電圧をかけるように制御したりする。
【００２７】
　１２７は本体に装着される充電式のバッテリ、１２８は外付けのＡＣアダプタを接続す
る外部電源端子、１２９は変圧・整流回路であり、後述の電源プラグ１３０から供給され
る１００Ｖ商用電圧を、本体で使用する７．２Ｖの電圧に降圧し、交流を直流に変換する
。１３０は電灯線に接続する電源プラグである。
【００２８】
　以上の構成において、本実施の形態のデジタルビデオカメラの動作をフローチャート及
び図面を参照しながら説明する。
　図２は、本実施の形態のデジタルビデオカメラにおける再生モード時の動作を示すフロ
ーチャートである。
【００２９】
　図２に示したように、ステップＳ２０１にて再生モードの動作が開始されると、ステッ
プＳ２０２にて前記光ディスク１１９が装着されているか否かが検出される。この検出の
結果、検出されない場合はステップＳ２０３に進み、光ディスク１１９が装着されていな
い旨のメッセージを前記液晶ディスプレイ１１２に表示する。
【００３０】
　一方、ステップＳ２０２の検出の結果、光ディスク１１９が装着されている場合はステ
ップＳ２０４に進み、動画コンテンツが記録されているかを検出する。この検出の結果、
動画コンテンツが記録されていない場合はステップＳ２０５に進み、動画コンテンツが記
録されていない旨のメッセージを前記液晶ディスプレイ１１２に表示する。
【００３１】
　ここで、動画コンテンツとは、本実施の形態のデジタルビデオカメラで記録開始操作が
行われてから記録終了操作が行われるまでに記録された動画シーンのストリームデータを
表わしている。動画コンテンツは、例えば光ディスクをＤＶＤとした場合には、その管理
上、タイトル或いはチャプタとして分類可能なものである。この場合、動画コンテンツを
タイトルとするかチャプタとするかは、一意に定めても良いし、設定可能としても良い。
【００３２】
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　また、ステップＳ２０４の検出の結果、動画コンテンツが記録されている場合はステッ
プＳ２０６に進み、複数の動画コンテンツのストリームを光ディスク１１９から読み出す
。次に、ステップＳ２０７に進み、各動画コンテンツごとにサムネイルとして指定されて
いる１フレーム分のデータを切り出す。次に、ステップＳ２０８に進み、サムネイルのサ
イズ（横１６０×縦１２０画素）を縮小する。次に、ステップＳ２０９に進み、作成した
サムネイル画像を前記ＶＲＡＭ１１７上に配置する。
【００３３】
　次に、ステップＳ２１０に進み、前記サムネイル画像が前記インデックス画面１画面分
の枚数の配置を終了したか、または前記光ディスク１１９に記録されている動画コンテン
ツのサムネイル画像をすべて表示したかを検出する。
【００３４】
　この検出の結果、サムネイル画像の再生処理の終了が検出されなかった場合は、前述し
たステップＳ２０６～ステップＳ２０９の処理を繰り返し行い、まだサムネイル表示され
ていない動画コンテンツのサムネイル画面を作成する処理を行う。
【００３５】
　前記ステップＳ２１０にて、前記インデックス画面１画面分の枚数のサムネイル画像を
配置する処理が終了したか、または前記光ディスク１１９に記録されている動画コンテン
ツのサムネイル画像がすべて表示されたことが検出された場合は、ステップＳ２１１に進
み、本体で使用している現在の電源の種類を検出する。
【００３６】
　この検出の結果、電源の種類が外部電源であった場合にはステップＳ２１２に進み、選
択されている動画ストリームを読み出す処理を行う。次に、ステップＳ２１３に進み、ス
テップＳ２１２で読み出した動画ストリームをデコード（復号）する処理を行う。
【００３７】
　次に、ステップＳ２１４に進み、ステップＳ２１３においてデコードした画像を縮小す
る処理を行う。次に、ステップＳ２１５に進み、ステップＳ２１４において縮小した画像
をＶＲＡＭ１１７に記録する処理を行う。次に、ステップＳ２１６に進み、選択された画
像に再生指示が行われているか否かを判断する。この判断の結果、再生指示が行われてい
ない場合にはステップＳ２１２に戻って前述した処理を繰り返し行う。すなわち、ステッ
プＳ２１２からステップＳ２１６間において、選択された画像の再生指示がおこなわれる
までは、サムネイル画像（静止画）に替えて縮小された動画像の再生が行われることにな
る。このとき仮に動画コンテンツの終端まで再生が行われた場合は、先頭に戻って繰り返
し動画再生を継続するよう構成するものとするが、動画としての再生動作を停止してサム
ネイル画像に切り換えるように構成しても良い。
【００３８】
　一方、前記ステップＳ２１１における電源種類の判断の結果、本体で使用している電源
の種類が充電式バッテリであった場合にはステップＳ２１７に進み、選択された画像に再
生指示が行われているか否かを判断する。この判断の結果、再生指示が行われていない場
合には、再生指示が行われるまで待機する。すなわち、このときは縮小された動画像を再
生するための機能を無効化し、サムネイル画像（静止画）のみでインデックス画面を構成
する。
【００３９】
　ステップＳ２１６またはステップＳ２１７の判断の結果、選択された画像に再生指示が
行われている場合にはステップＳ２１８に進み、選択されている動画ストリームを読み出
す処理を行う。次に、ステップＳ２１９に進み、ステップＳ２１８で読み出した動画をデ
コードしてからステップＳ２２０に進み、動画の再生を開始する。
【００４０】
　図３は、本実施の形態のデジタルビデオカメラが前記バッテリ１２７によって電源供給
されている状態で行われるインデックス画面の表示例を示す図であり、前記フローチャー
トのステップＳ２１１にて電源の種類が検出され、ステップＳ２１６にいる状態である。
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図３中の（ａ）、（ｂ）はそれぞれインデックス画面で、３０１ａ～３０６ｂは動画コン
テンツから抜き出された静止画からなるサムネイルである。
【００４１】
　さらに、３０１ａ及び３０６ｂでは枠が太線となっており、ユーザが十字キーなどの操
作部材を操作して選択されていることを示している。この状態からユーザが再生開始操作
を行うと、ステップＳ２１８～ステップＳ２２０で説明した動画コンテンツの再生準備・
開始シーケンスが開始され、図３（ａ）の状態からは３０１ａの動画コンテンツ、図３（
ｂ）の状態からは３０６ｂの動画コンテンツの再生が画面全体にて動画コンテンツの最初
から開始される。
【００４２】
　また、図４は、本実施の形態のデジタルビデオカメラが前記外部電源端子１２８から外
部電源が供給されている状態でのインデックス画面の例を示す図であり、前記フローチャ
ートのステップＳ２１６にいる状態である。
【００４３】
　図４中の（ａ）、（ｂ）はそれぞれインデックス画面で、４０２ａ～４０６ａ及び４０
１ｂ～４０５ｂは動画コンテンツから抜き出された静止画からなるサムネイルである。ま
た、４０１ａ及び４０６ｂでは枠が太線となっており、ユーザの十字キーなどの操作部材
によって選択されていることを示している。
【００４４】
　さらに、前記フローチャートのステップＳ２１１において、電源の種類が外部電源であ
ると判定されるため、前記フローチャートは前記ステップＳ２１２～ステップＳ２１５の
プロセスを経ることとなり、前記選択されているサムネイル画面４０１ａ及び４０６ｂは
、動画コンテンツそのものの再生がサムネイルのサイズでしかもサムネイルの表示位置に
おいて行われる動画像となる。
【００４５】
　この時に行われる再生は、前記４０１ａの再生では図５（ａ）に、前記４０６ｂの再生
は図５（ｂ）に示すように、選択されている１つの動画コンテンツの最初から最後を繰り
返し再生する形となる。
【００４６】
　この状態からユーザが再生開始操作を行うと、ステップＳ２１８からステップＳ２２０
にかけての動画コンテンツの再生準備・開始シーケンスが開始され、図４（ａ）の状態か
らは４０１ａの動画コンテンツの再生、図４（ｂ）の状態からは４０６ｂの動画コンテン
ツの再生が画面全体にて動画コンテンツの最初から開始される。
【００４７】
　なお、本実施の形態においては携帯型映像機器としてデジタルビデオカメラ、映像記録
媒体として光ディスクを用いているが、この他にもフラッシュメモリカード等の半導体メ
モリ媒体、ハードディスクドライブ等を用いるようにしてもよい。
【００４８】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明をデジタルビデオカメラで応用した第２の実施の形態について図面を用い
て説明する。
　本実施の形態のデジタルビデオカメラの構成は、前記第１の実施の形態にて図１に示し
たブロック図と同様である。
　以上の構成において、本実施の形態のデジタルビデオカメラの動作を、図６を参照しな
がら説明する。
【００４９】
　図６は、本実施の形態のデジタルビデオカメラの再生モード時の動作を示すフローチャ
ートである。
　図６に示したように、ステップＳ６０１にて再生モードの動作が開始されると、次に、
ステップＳ６０２において、光ディスク１１９が装着されているか否かが検出される。こ
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の検出の結果の光ディスク１１９が検出されない場合はステップＳ６０３に進み、ディス
クが装着されていない旨のメッセージを前記液晶ディスプレイ１１２に表示する。
【００５０】
　一方、ステップＳ６０２の検出の結果、光ディスク１１９が装着されている場合はステ
ップＳ６０４に進み、動画コンテンツが記録されているかを検出する。この検出の結果、
動画コンテンツが記録されていない場合は、ステップＳ６０５に進み、動画コンテンツが
記録されていない旨のメッセージを前記液晶ディスプレイ１１２に表示する。
【００５１】
　また、ステップＳ６０４の検出の結果、動画コンテンツが記録されている場合はステッ
プＳ６０６に進み、複数の動画コンテンツのストリームを読み出し、次に、ステップＳ６
０７に進み、前記読み出した動画コンテンツのストリームの中から、サムネイルとして指
定されている１フレーム分のデータを切り出す。
【００５２】
　次に、ステップＳ６０８に進み、前記ステップＳ６０７で切り出した１フレーム分のデ
ータをサムネイルのサイズ（横１６０×縦１２０画素）に縮小する処理を行ってサムネイ
ル画像を作成する。
【００５３】
　次に、ステップＳ６０９に進み、ステップＳ６０８で作成したサムネイル画像をＶＲＡ
Ｍ１１７上に配置する。
　次に、ステップＳ６１０に進み、前記サムネイル画像が前記インデックス画面における
１画面分の枚数の配置を終了したか、または前記光ディスク１１９に記録されている動画
コンテンツのサムネイル画像をすべて表示したか検出する。
【００５４】
　この検出の結果、１画面分の枚数の配置を終了しなかった場合、またはサムネイル画像
をすべて表示しなかった場合は、ステップＳ６０６に戻って前述した処理を繰り返し行い
、サムネイル表示されていない動画コンテンツのサムネイル画面作成を行う。
【００５５】
　また、ステップＳ６１０の検出の結果、前記インデックス画面１画面分の枚数のサムネ
イル画像を配置する処理を終了したか、または前記光ディスク１１９に記録されている動
画コンテンツのサムネイル画像をすべて表示したと検出した場合は、ステップＳ６１１に
進み、本体で使用している現在の電源の種類を検出する。
【００５６】
　ステップＳ６１１の検出の結果、動作電源が外部電源であった場合にはステップＳ６１
２に進み、選択されている動画ストリームを読み出す。
　次に、ステップＳ６１３に進み、符号化されていた動画ストリームをデコードする処理
を行う。
【００５７】
　次に、ステップＳ６１４に進み、デコードした動画ストリームを所定のサイズに縮小す
る処理を行う。
　次に、ステップＳ６１５に進み、ステップＳ６１４で作成した縮小画像をＶＲＡＭ１１
７上に配置する。
【００５８】
　次に、ステップＳ６１６に進み、選択された画像に再生指示が行われているか否かを判
断する。この判断の結果、再生指示が行われている場合にはステップＳ６２３に進み、再
生指示が行われていない場合にはステップＳ６１２に戻って前述した処理を繰り返し行う
。すなわち、ステップＳ６１２からステップＳ６１６間において、選択された画像の再生
指示がおこなわれるまでは、サムネイル画像（静止画）に替えて縮小された動画像の再生
が行われることになる。このとき仮に動画コンテンツの終端まで再生が行われた場合は、
先頭に戻って繰り返し動画再生を継続するよう構成するものとする。
【００５９】
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　一方、ステップＳ６１１の検出の結果、動作電源が充電式バッテリであった場合にはス
テップＳ６１７に進み、選択されている動画ストリームを読み出す。
　次に、ステップＳ６１８に進み、符号化されていた動画ストリームをデコードする処理
を行う。
【００６０】
　次に、ステップＳ６１９に進み、ステップＳ６１８でデコードした動画ストリームを所
定のサイズに縮小し、縮小した画像をバッファメモリ１１８に格納する処理を行う。
　次に、ステップＳ６２０に進み、縮小した画像をバッファメモリ１１８から読み出す。
　次に、ステップＳ６２１に進み、ステップＳ６２０においてバッファメモリ１１８から
読み出した縮小画像をＶＲＡＭ１１７上に配置する。
【００６１】
　次に、ステップＳ６２２に進み、選択された画像に再生指示が行われているか否かを判
断する。この判断の結果、再生指示が行われている場合にはステップＳ６２３に進み、再
生指示が行われていない場合にはステップＳ６２０に戻り、縮小した画像をバッファメモ
リ１１８から読み出す処理、及びバッファメモリ１１８から読み出した縮小画像をＶＲＡ
Ｍ１１７上に配置する処理（ステップＳ６２１）を繰り返し行う。
【００６２】
　すなわち、選択された画像の再生指示がおこなわれるまでは、サムネイル画像（静止画
）に替えて縮小された動画像の再生が行われることになるが、このとき初回の再生のとき
はデコード動作を伴いながら再生されるとともにバッファメモリ１１８が一杯になるまで
再生された縮小動画像を保存しておき、２回目以降の再生のときはデコード動作を停止し
てバッファメモリ１１８から読み出した縮小動画像が繰り返し再生されることになる。
【００６３】
　ステップＳ６２３においては、選択されている動画ストリームの読み出し処理を行う。
次に、ステップＳ６２４に進み、ステップＳ６２３で読み出した動画ストリームをデコー
ドする処理を行う。このデコード処理が完了したらステップＳ６２５に進み、再生を開始
する。
【００６４】
　図７は、本実施の形態のデジタルビデオカメラが前記バッテリ１２７によって電源供給
されている状態でのインデックス画面の一例を示す図であり、前記フローチャートのステ
ップＳ６２２にいる状態である。図７中の（ａ）、（ｂ）はそれぞれインデックス画面で
あり、７０２ａ～７０６ａ及び７０１ｂ～７０５ｂは動画コンテンツから抜き出された静
止画からなるサムネイル画像である。また、７０１ａ及び７０６ｂでは枠が太線となって
おり、ユーザの十字キーなどの操作部材によって選択されていることを示している。
【００６５】
　前記図６のフローチャートのステップＳ６１１において、電源の種類が充電式バッテリ
であると判定された場合には、前記フローチャートは前記ステップＳ６１７～ステップＳ
６２１のプロセスを経ることとなり、前記選択されているサムネイル画面７０１ａ及び７
０６ｂは、該動画コンテンツそのものの再生がサムネイルのサイズでしかもサムネイルの
表示位置において行われる動画像となる。
【００６６】
　この時に行われる再生は、前記７０１ａの再生は図８（ａ）になり、前記７０６ｂの再
生は図８（ｂ）に示すようになる。この場合、選択されている１つの動画コンテンツの最
初から前記バッファメモリ１１８に収まる所定量の伸長済み画像データの分が繰り返し再
生する形となる。したがって、電源の種類が充電式バッテリである場合には、この繰り返
しの内、一度目は画像データ伸長のため、前記ＭＰＥＧ２コーデック１１４が動作するが
、二度目以降は、前記バッファメモリに１１８に格納された伸長済み画像データが繰り返
し表示されることになるので、前記ＭＰＥＧ２コーデック１１４は休止することになる。
【００６７】
　この状態からユーザが再生開始操作を行うと、ステップＳ６２３からステップＳ６２５
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にかけての該動画コンテンツの再生準備・開始シーケンスが開始され、図７（ａ）の状態
からは７０１ａの動画コンテンツ、図７（ｂ）の状態からは７０６ｂの動画コンテンツの
再生が画面全体に進み、動画コンテンツの最初から開始される。
【００６８】
　また、図９は、本実施の形態のデジタルビデオカメラが前記外部電源端子１２８からの
外部電源による電源供給されている状態でのインデックス画面の例を示す図であり、前記
フローチャートのステップＳ６１６にいる状態である。図９中の（ａ）、（ｂ）はそれぞ
れインデックス画面で、９０２ａ～９０６ａ及び９０１ｂ～９０５ｂは動画コンテンツか
ら抜き出された静止画からなるサムネイルである。
【００６９】
　また、９０１ａ及び９０６ｂでは枠が太線となっており、ユーザの十字キーなどの操作
部材によって選択されていることを示している。さらに、前記図６のフローチャートのス
テップＳ６１１において、電源の種類が外部電源であると判定されるため、前記フローチ
ャートは前記ステップＳ６１２～ステップＳ６１５のプロセスを経ることとなり、前記選
択されているサムネイル画面９０１ａ及び９０６ｂは、該動画コンテンツそのものの再生
がサムネイルのサイズでしかもサムネイルの表示位置において行われる動画像となる。
【００７０】
　この時に行われる再生は、前記９０１ａの再生では図１０（ａ）に示すように再生され
、前記９０６ｂの再生は図１０（ｂ）に示すように再生される。すなわち、選択されてい
る１つの動画コンテンツの最初から最後を繰り返し再生する形となる。
【００７１】
　この状態からユーザが再生開始操作を行うと、ステップＳ６２３からステップＳ６２５
にかけての該動画コンテンツの再生準備・開始シーケンスが開始され、図９（ａ）の状態
からは９０１ａの動画コンテンツ、図９（ｂ）の状態からは９０６ｂの動画コンテンツの
再生が画面全体にて動画コンテンツの最初から開始される。
【００７２】
　なお、前記バッファメモリ１１８に収める伸長済み画像データの量は、前記充電式バッ
テリ１２７の電圧を検出し、電圧が高い場合は多くのバッファメモリ量を確保し、電圧が
下がってくるにつれて前記バッファメモリ量を少なくしていく構成を追加してもよい。
【００７３】
　さらに、本実施の形態のデジタルビデオカメラでは映像記録媒体として光ディスクを用
いているが、この他にもフラッシュメモリカード等の半導体メモリ媒体、ハードディスク
ドライブ等を用いる構成でももちろんよい。また、本実施の形態のデジタルビデオカメラ
では、バッテリ１２７の例として、充電式のバッテリ（二次電池）を用いて説明したが、
乾電池等の一次電池を用いた構成であっても本発明は実施可能であり、本実施の形態と同
様の効果を得ることができる。
【００７４】
（本発明に係る他の実施の形態）
　上述した本発明の実施の形態における携帯型画像再生装置を構成する各手段、並びに携
帯型画像再生装置の制御方法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶
されたプログラムが動作することによって実現できる。このプログラム及び上記プログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００７５】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施の形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用し
てもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００７６】
　なお、本発明は、前述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実
施の形態では図２及び図６に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムあ
るいは装置に直接、あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
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が前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合
を含む。
【００７７】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００７８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００７９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，
ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【００８０】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、前記ホームページから本発明のコンピュータ
プログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【００８１】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００８２】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【００８３】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
の形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動し
ているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実
施の形態の機能が実現され得る。
【００８４】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施の形態の機
能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの概略構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの動作を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの動作を説明するため
のインデックス画面の表示例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの動作を説明するため
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【図５】本発明の第１の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの操作とその動作の例
を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態を示し、デジタルビデオカメラの動作を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示し、デデジタルビデオカメラの動作を説明するた
めのインデックス画面の表示例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態を示し、動画コンテンツの再生例を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態を示し、デデジタルビデオカメラの動作を説明するた
めのインデックス画面の表示例を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態を示し、動画コンテンツの再生例を示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
１０１　撮影レンズ
１０２　絞り装置
１０３　撮像素子
１０４　ＣＤＳ／ＡＧＣ
１０５　デジタル信号処理回路
１０６　フレームメモリ
１０７　画素数調整回路
１０８　画像／音声データバス
１０９　マイクロフォン
１１０　増幅器
１１１　Ａ／Ｄコンバータ
１１２　液晶ディスプレイ
１１３　液晶ドライバ
１１４　ＭＰＥＧ２コーデック
１１５　ビデオ出力端子
１１６　ＮＴＳＣエンコーダ
１１７　ビデオメモリ（ＶＲＡＭ）
１１８　バッファメモリ
１１９　光ディスク
１２０　ディスクドライバ
１２１　画像縮小回路
１２２　操作キー
１２３　メインマイコン
１２４　ＥＥＰＲＯＭ
１２５　制御バス
１２６　電源制御部
１２７　バッテリ
１２８　外部電源端子
１２９　変圧・整流回路
１３０　電源プラグ
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